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規　
　
　

則

○
山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

　
　
　
　
　
　

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
十
八
号

　

山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	
長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「2　

児
童
福
祉
法
第
3
4
条
の
2
0
第
1
項
第
1
号
に
該
当

　

第
五
号
様
式
の
二
中　

3　

児
童
福
祉
法
第
3
4
条
の
2
0
第
1
項
第
2
号
か
ら
第
4
号
ま
で
に
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4　

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
1
条
の
3
5
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
し
な

　
　
　
　
　
　

「2　

児
童
福
祉
法
第
3
4
条
の
2
0
第
1
項
第
1
号
か
ら
第
3
号
ま
で
に
該
当

当

　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　

3　

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
1
条
の
3
5
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
し
な
く
な
つ

く
な
つ
た

」

　
　

に
改
め
る
。

た

」

「5

　

指

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「5

　

事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称、

種
類
及
び
所
在
地

　

第
十
号
様
式
の
五
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　

6　

事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6　

事
業
開
始
の
予
定
年
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

7　
事

導
員
及
び
補
助
員
又
は
養
育
者
及
び
補
助
者
の
精
神
の
機
能
の
障
害
の
有
無

業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称、

種
類
及
び
所
在
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「4

　

運
営
規
程

業
開
始
の
予
定
年
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　

「4

　

運
営
規
程

」
を

　
　
　

5

　

指
導
員
及
び
補
助
員
又
は
養
育
者
及
び
補
助
者
に
つ
い
て
精
神
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

申
告
し
た
場
合
は、

そ
れ
ぞ
れ
の
者
の
当
該
障
害
に
係
る
医
師
の
診
断
書

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
九
号

　

山
梨
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
（
第
一
号
に
お
い
て
「
保
証
人
」
と
総
称
す
る
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号

中
「
保
証
人
に
な
ろ
う
と
す
る
日
の
一
年
前
か
ら
引
き
続
き
県
内
」
を
「
国
内
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
四
項
の
表
修
学
資
金
の
項
中
「
又
は
合
格
証
明
書
」
を
「
若
し
く
は
合
格
証
明
書
又
は
入

学
願
書
を
提
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
」
に
改
め
、
同
表
就
学
支
度
資
金
の
項
中
「
又
は
在

学
証
明
書
」
を
「
若
し
く
は
在
学
証
明
書
又
は
入
学
願
書
を
提
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

5
	　

前
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
願
書
を
提
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
提
出
し
た
者
は
、
知

事
が
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
、
当
該
入
学
願
書
に
係
る
学
校
の
長
の
合
格
証
明
書
又
は
在
学
証
明
書

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第�
二
十
一
条　

知
事
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
九
条
第
七
号
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
経
由
し
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

附
則
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

（
母
子
臨
時
児
童
扶
養
等
資
金
の
貸
付
け
等
に
係
る
手
続
）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
三
十
二
号　
　

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

二二

4
	　

次
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
申
請
書

に
は
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し
を
添
え
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

5
	　

第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
三
条
か

ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
母
子
臨
時
児
童
扶
養
等
資
金
の
貸
付
け
又
は
償
還
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項

令
第
八
条
第
四
項
の
保
証
人
及
び
令

第
九
条
第
一
項

令
附
則
第
七
条
第
五
項

第
三
条
第
一
項

法
第
十
三
条
第
一
項

令
附
則
第
七
条
第
一
項

第
五
条

前
二
条

附
則
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
三
条
第
一
項
、
第

九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
四
条

貸
付
申
請
書

申
請
書

第
六
条

前
条

附
則
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
五
条

第
七
条

氏
名
（
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
に
あ

つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）
又
は
住
所
（
母
子
・
父
子
福
祉

団
体
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
）

氏
名
又
は
住
所

第
九
条
の
二
第
一

項

令
第
八
条
第
五
項

令
附
則
第
七
条
第
六
項

第
十
三
条

令
第
十
六
条
（
令
第
三
十
一
条
の
七

又
は
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

令
附
則
第
七
条
第
九
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
十
六

条
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）

第
十
四
条

令
第
十
九
条
第
一
項
（
令
第
三
十
一

条
の
七
又
は
第
三
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

令
附
則
第
七
条
第
七
項
又
は
令
附

則
第
七
条
第
九
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
令
第
十
九
条
第

一
項

第
十
五
条

法
第
十
五
条
第
一
項
（
法
第
三
十
一

条
の
六
第
五
項
又
は
第
三
十
二
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）

法
第
十
五
条
第
一
項

（
父
子
臨
時
児
童
扶
養
資
金
の
貸
付
け
等
に
係
る
手
続
）

6
	　

次
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
申
請
書

に
は
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し
を
添
え
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

7
	　

第
二
条
、
第
三
条
第
二
項
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
の
二
第
一
項
、
第
十
三
条
、
第

十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
父
子
臨
時
児
童
扶
養
資
金
の
貸
付
け
又
は
償
還
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項

令
第
八
条
第
四
項
の
保
証
人
及
び
令

第
九
条
第
一
項

令
附
則
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
令
附
則
第
七
条
第
五
項

第
三
条
第
二
項

法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項

令
附
則
第
八
条
第
一
項

第
五
条

前
二
条

附
則
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
、
第

九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
四
条

貸
付
申
請
書

申
請
書

第
六
条

前
条

附
則
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
五
条
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月
三
十
一
日

三

第
七
条

氏
名
（
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
に
あ

つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）
又
は
住
所
（
母
子
・
父
子
福
祉

団
体
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
）

氏
名
又
は
住
所

第
九
条
の
二
第
一

項

令
第
八
条
第
五
項

令
附
則
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
令
附
則
第
七
条
第
六
項

第
十
三
条

令
第
十
六
条
（
令
第
三
十
一
条
の
七

又
は
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

令
附
則
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
十
六

条
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）

第
十
四
条

令
第
十
九
条
第
一
項
（
令
第
三
十
一

条
の
七
又
は
第
三
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

令
附
則
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
令
附
則
第
七
条
第
七
項

又
は
令
附
則
第
八
条
第
三
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第

十
九
条
第
一
項

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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